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Fix My Street

見本見本

東浦町をもっと明るく住みよいまちにするために

令和元年度
下半期

広聴事業
実施結果

皆さんの声、
ご提言ください！

　令和元年度下半期（令和元年10月１日～令和２年３月31日）は、皆さんから
合計57通のご提言をお寄せいただきました。貴重な提言・ご意見をいただき、
ありがとうございました。
　いただいた提言の一部とその回答を紹介します。なお、提言の内容は要約
して掲載しています。

　
　
交
通

　
　
交
通

　
　
町
運
行
バ
ス「
う
・
ら
・
ら
」に
つ

い
て
、小
型
車
両
の
乗
り
こ
ぼ
し（
乗

車
定
員
に
達
し
、
希
望
の
バ
ス
に
乗

車
で
き
な
い
こ
と
）
が
多
発
し
て
い

る
の
で
改
善
し
て
ほ
し
い
で
す
。

答
東
浦
高
校
線
で
発
生
す
る
乗
り

こ
ぼ
し
に
対
応
す
る
た
め
、
２

月
１
日
に
町
運
行
バ
ス「
う
・
ら
・
ら
」

の
ダ
イ
ヤ
を
一
部
修
正
し
ま
し
た
。
ダ

イ
ヤ
修
正
の
効
果
は
、
あ
く
ま
で
も
乗

り
こ
ぼ
し
の
リ
ス
ク
軽
減
で
あ
り
、
確

実
な
乗
車
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。
ほ
か
の
路

線
に
つ
い
て
も
、
小
型
車
両
の
乗
り
こ

ぼ
し
に
つ
い
て
は
多
数
の
ご
意
見
を
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
乗
り
こ

ぼ
し
の
発
生
時
間
や
場
所
な
ど
の
情
報

を
収
集
、
精
査
し
、
対
応
策
を
検
討
し

て
い
ま
す
。

　
　
町
運
行
バ
ス「
う
・
ら
・
ら
」を
利

用
し
て
目
的
地
へ
行
く
た
め
に
乗
り

継
ぎ
を
必
要
と
し
ま
す
。
１
回
の
乗

車
で
乗
り
継
ぎ
を
必
要
と
す
る
場
合
、

最
初
に
乗
車
し
た
バ
ス
の
ほ
か
に
、

乗
り
継
ぎ
し
た
バ
ス
の
運
賃
も
支
払

う
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。

答
乗
り
継
ぎ
し
た
バ
ス
の
運
賃
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
目
的
地
に

行
く
ま
で
に「
う
・
ら
・
ら
」の
乗
り
継

ぎ
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
最
初
に
乗

車
し
た
バ
ス
で
運
賃
を
支
払
い
、
降
車

時
に
バ
ス
運
転
手
か
ら
乗
継
券
を
受
け

取
り
ま
す
。（
乗
継
券
の
発
行
場
所
は
、

イ
オ
ン
モ
ー
ル
東
浦
、
東
浦
町
役
場
、

緒
川
駅
東
口
）
そ
し
て
、
乗
り
継
ぎ
す

る
バ
ス
の
運
賃
箱
に
乗
継
券
を
入
れ
て

乗
車
し
て
く
だ
さ
い
。
乗
継
券
は
、
当

日
限
り
有
効
で
す
。

　
　
ま
ち
づ
く
り

　
　
ま
ち
づ
く
り

　
　
道
端
の
雑
草
が
道
路
に
は
み
出
て

お
り
、
通
行
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
ま

す
。
町
に
草
刈
り
を
依
頼
し
た
い
の

で
す
が
、
問
い
合
わ
せ
ア
プ
リ
な
ど

は
あ
り
ま
す
か
。

答
町
に
意
見
を
寄
せ
て
い
た
だ
く

「
ア
プ
リ
」
と
し
て
、「
フ
ィ
ッ

ク
ス 

マ
イ 

ス
ト
リ
ー
ト
」
が
あ
り
ま

す
。
み
な
さ
ん
に
草
刈
り
が
必
要
な
場

所
や
、
道
路
の
破
損
部
分
な
ど
を
撮
影

し
、
投
稿
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
も
の

で
す
。

　
こ
の
ア
プ
リ
は
道
路
、
水
路
や
カ
ー

ブ
ミ
ラ
ー
等
の
交
通
安
全
施
設
な
ど
へ

の
ご
投
稿
に
限
定
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
す

る
と
い
う
点
で
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ご
意
見
を
送
っ
て
い
た
だ
く
方
法

が
あ
り
ま
す
。
気
軽
に
問
い
合
せ
し
て

い
た
だ
け
る
「
各
課
へ
の
お
問
い
合
わ

せ
メ
ー
ル
」
や
、
町
長
が
回
答
を
す
る

「
町
長
へ
の
手
紙
」と
い
う
窓
口
が
あ
り

ま
す
。

　
提
言
箱
や
、ア
プ
リ
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
、
ご
意
見
を
い
た
だ
く
方
法
は
、

年
代
や
生
活
ス
タ
イ
ル

の
多
様
化
に
対
応
す
る

た
め
複
数
用
意
し
て
い

ま
す
。

令和元年度下半期　広聴事業実施結果
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　山林・空き地・道路・河川敷など、さまざまな場所
でごみの不法投棄が後を絶ちません。周辺住民の迷惑
となることはもちろん、景観を害し、自然環境の悪化
にもつながります。ごみをみだりに捨てることは法律
で禁止されており、絶対にしてはいけない行為です。
　通報または環境パトロールで発見した町内での不法
投棄の件数は次のとおりです。

　不法投棄は「しない」「させない」「許さない」の意識が
大切です。不法投棄を見かけたら、直接注意せず、最
寄りの警察署に日時・場所・投棄物および量、投棄者
の特徴・車両の車種・色・ナンバーなどできるだけ詳
細に知らせてください。
　不法投棄は、すでにごみが捨てられている場所や雑
草が生い茂った場所など、管理が行き届いていない場
所に捨てられる傾向にあります。土地の所有者や管理
者の方は、雑草の刈り取りや防護柵を設置するなど、
不法投棄されにくい環境をつくりましょう。
　環境課では、不法投棄をされて困っている方や不法
投棄を防止したい方のために、「不法投棄禁止」看板の
貸し出しを実施しています。貸し出しを希望する方は、
環境課の窓口までお越しください。
●問い合わせ
　環境課　内線 282

平成29年度 平成30年度 令和元年度

総　数 761件 1,035件 978件

家電4品目 31件 35件 40件

パソコン ０件 ３件 ０件

不法投棄は犯罪です！

　東浦町をもっと明るく住みよい
まちにするためにあなたの声をお
寄せください。
　回答が必要な場合は、氏名・住所・
電話番号を必ず記入してください。
●提言箱
　（町内11公共施設に設置）

　役場ロビー、中央図書館、文
化センター、町体育館、各地区
コミュニティセンター（森岡、緒
川、卯ノ里、石浜、生路、藤江）、
行政サービスコーナー（イオン
モール東浦２階）

●町長への手紙
　町ホームページの町
長への手紙からフォー
ムにより送信または主
要な公共施設（全 34 施設）に設
置の郵送可能な提言用紙より郵
送（郵送料無料）

●郵送・FAX
　 〒470-2192（住所不要）　　
　広報情報課
　 82-0890
●問い合わせ
　広報情報課　内線287

あなたの声を

お寄せください

令和元年度下半期　広聴事業実施結果


